
 

                                          

  

 

 

 

 

○市民一人ひとりが心身ともに健全な食生活を実践できる環境づくりを  

図るために、計画を策定しました。 

 

○４つの基本方針を掲げ、妊産婦期、乳幼児期、学齢期、青年期、 

壮年期、中年期、高齢期の７つのライフステージに分けました。 

また、食品ロス等の市民共通も作成し、市民に合わせた食育活動を推進 

していきます。 

 

○計画の期間は、令和３年度～令和７年度までの５年間とします。 
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推進体制として、市民、家庭、地域、各関係機関等がお互いに連携しながら

本計画を推進します。 
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基本方針に応じたライフステージ別の食育推進 

① 妊 産 婦 期 

② 乳 幼 児 期 

③ 学 齢 期 

⑧ 市 民 共 通 

④ 青 年 期 

⑤ 壮 年 期 

⑦ 高 齢 期 

⑥ 中 年 期 

ライフステージ ライフステージ別の目標 事業内容 

母親の健康と子どもの発達にとって大切な時期です。妊産婦期における食に関する知識

や情報、食の大切さを習得できる機会を持てるように活動していく。 

母子健康手帳発行 

両親学級、妊産婦訪問など 

食に関する体験を学びながら、食事の基礎を身につける。 

家庭の食事や学校給食を通して身体の成長と食事の関係について学ぶ。 

自分自身で食の選択・判断をし、望ましい生活習慣・食習慣を実践する。 

食に関する正しい知識を学び、自分自身のライフスタイルに取り入れ、自分自身が望まし

い食習慣を身につける。 

メタボリックシンドロームや生活習慣病予防を含め、生涯を健康に過ごすための生活習慣

を確立する。 

食への意識や口腔機能の低下、低栄養によるフレイルなどを防止するために、生活の質の

向上、健康寿命の延伸を目指す。 

食品ロス削減のためには市民が食品ロス問題を「他人事」ではなく「自分事」として捉え、

「理解」するだけにとどまらず「行動」に移すことが必要です。 

各園での食育活動、 

栄養士による巡回訪問など 

栄養教諭・栄養士による巡回

指導、保護者に向けての資料

配布など 

高校生食育教室、 

思春期事業など 

食育キャンペーン、 

成人保健事業など 

山梨市食生活改善推進員会 

事業、成人保健事業など 

フレイル予防事業、 

成人保健事業など 

広報、CATV 等で情報発信 

本計画において、食育推進事業の実施により、市民の健全な食生活の実現、地域社会の活性化、食品ロス削減による

持続可能な食料の生産・消費の推進などを図るものであり、各事業を推進するにあたっては、SDGs の視点を活かし

つつ、家庭や地域、関係団体などと連携して社会全体で取組を推進し、SDGs の達成に貢献することを目指します。 

また、新型コロナウイルス感染症等の拡大状況により従来の取り組みが難しくなる可能性があります。新しい生活様

式に応じて食育の推進を行います。 


